
 

８．耐震診断・耐震改修 

 

 ①木造住宅無料耐震診断会          問合せ：習志野市 建築指導課  

昭和５６年５月３１日以前に建築し、または着工された木造住宅を対象に、無料で耐震診

断を行います。 

 

 

 ②木造住宅耐震診断費助成          問合せ：習志野市 建築指導課  

昭和５６年５月３１日以前に建築し、または着工された木造住宅を対象に、市に登録され

た耐震診断士による耐震診断に要する費用の３分の２（限度額８万円）を助成します。 

 

 

 ③木造住宅耐震改修費助成          問合せ：習志野市 建築指導課  

昭和５６年５月３１日以前に建築し、または着工され、市に登録された耐震診断士による

診断の結果、必要な強度を有していない木造住宅を対象に、耐震改修に要する費用のうち工

事費の５分の４（限度額１００万円）を助成します。 

 

 

 ④危険コンクリートブロック塀等安全対策費助成             

 問合せ：習志野市 建築指導課  

地震により倒壊の恐れがあるブロック塀等の撤去に要する費用のうち、撤去費用の２分の

１と１ｍ当たり１万円を乗じた額のうち小さい額（限度額１０万円）を助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：習志野市役所 建築指導課 ☎０４７－４５３－９２３１ 


